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議案第５号 長与町開発協力基金条例を廃止する条例 

【提案理由・主な内容】  

開発協力基金に関し、現在公共施設の整備を目的として開発協力金を徴収する

ことは行われておらず、今後の運用も想定されないことから、当該条例を廃止す

るもの。公布の日から施行する。 

以上の説明があった。 

 

【主な質疑】 

質疑：条例を廃止する理由は何か。 

答弁：開発協力基金は平成１２年に全額を取り崩して以降変動がなく、公共施設

の整備に開発者から開発協力金を徴収することがないため、現在の状況に

合致していないことから廃止する。 

以上のような質疑が行われ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

議案第９号 長与町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 

【提案理由・主な内容】 

 「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行

に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」等に伴う水道法施行令及び

水道法施行規則の一部改正に伴い、所要の改正を行うもので、水道整備・管理行

政に携わる職員数の減少に伴い、布設工事監督者や水道技術管理者を確保するこ

とを目的に資格要件の見直しを行うもの。主な改正内容は、第３条第２項および

第４条第２項の資格要件に「給水人口が５万人以下である水道事業」を追加する。

附則では、施行日を令和７年４月１日とする。 

 以上の説明があった。 

  

【主な質疑】 

質疑：工事監督者の確保が難しいことから改正されると思うが、本町の現状はど
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うか。 

答弁：２つの資格共に対象人員が減ってきている。条例の改正後には、複数名増

えることになる。 

 以上のような質疑が行われ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

議案第１０号 長与町公共下水道条例の一部を改正する条例 

【提案理由・主な内容】 

 下水道法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の改正を行うもの。

公共下水道等からの放流水の水質の技術上の基準に大腸菌群数が定められている

が、より正確な指標である大腸菌数を測定することが可能となったことから、

「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改めるもの。附則では、施行日を令和７年４月

１日とする。 

 以上の説明があった。 

 

【主な質疑】 

質疑：今回の改正で検査の方法が変わるのか。 

答弁：下水道の放流水の水質項目に、令和６年度末までは大腸菌群数が設定され

ていたが、７年度４月１日からは大腸菌数に変更される。 

 以上のような質疑が行われ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

議案第１５号 町道路線の廃止について 

【提案理由・主な内容】 

 高田南土地区画整理事業の道路整備に伴い、新たに認定を行うため、現町道を

廃止する、路線番号６４から５０４１までの８路線。 

 以上の説明があった。 

 

【主な質疑】 

 特記すべき質疑はなかった。 

 以上のような質疑が行われ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

議案第１６号 町道路線の認定について 

【提案理由・主な内容】 

高田南土地区画整理事業ならびに椿林土地区画整理事業の道路整備に伴い、新



たに認定する、路線番号６５から路線番号１２５４までの１５路線。 

以上の説明があった。また、現地を調査した。 

 

【主な質疑】 

質疑：柳田椿林線は舗装が終わっていないが、計画、予定はどうなっているのか。 

答弁：令和７年度に工事を着工する。高田中学校側に歩道も設置するが学校との

協議の上、夏休み期間中に工事をし、年度内に完成を予定している。 

質疑：道路の表層部分が荒く、マンホール蓋部分に水がたまっているなど高低差

があったが、基準はないのか。 

答弁：町の町道認定基準要綱には、道路の幅員等の基準はあるが、舗装の仕上が

りには細かな基準はない。不備があれば、やり直しを可能な範囲でお願い

する。  

 以上のような質疑が行われ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

議案第１７号 令和６年度長与町一般会計補正予算（第７号） 

【提案理由・主な内容】 

建設産業部 

（産業振興課） 

 新規就農者育成総合対策事業補助金は、経営開始資金が、３名の認定新規就農

者の経営開始時期の確定に伴い７５万円の減額。経営発展支援事業が、機械・施

設の支援である本事業を活用予定だったが、活用に至らず１,５００万円を減額す

るもの。観光費の発送業務委託料は、作成したＰＲパンフレットを、ふるさと納

税の寄付を頂いた方へ発送していたが、今年度は発送を取りやめたことによる減

額。 

（土木管理課） 

 繰越明許費補正、西高田線街路事業の主な繰り越し内容は、用地購入費および

建物移転補償費、工事請負費。地方債補正として、公園施設長寿命化事業は、財

源を地方債から企業版ふるさと納税寄附金他へ組み替えるもの。町道新設改良事

業充当起債は、町道柳田椿林線について、他事業との調整による工事着手年度変

更に伴い減額補正。 

（都市計画課） 

 繰越明許費、長与町土地区画整理事業特別会計繰出金６,８８３万９千円は、令

和６年度末に完成の一括施工区域内の測量業務および一括施工区域外の付帯工事

を７年度へ繰り越すもの。歳出、土地区画整理費の公有財産購入費1億４,５８４

万８千円は、高田南土地区画整理事業の推進のため、土地開発基金により取得し



た土地を、事業の進捗にあわせ基金財産から公有財産へ移し替えるもの。 

教育委員会 

（教育総務課） 

教育振興基金繰入金は、給食共同調理場真空冷却機導入事業に充当していたが、

落札による事業費の減にあわせて減額するもの。各種大会参加補助金は、中総体

の県大会以上の大会出場時の補助金で、執行残について減額。ＧＩＧＡスクール

運営支援センター委託料、ＬＥＤ照明賃借料、共同調理場給食調理器具取替工事

費、給食用備品購入費は、落札減を理由に減額。 

（生涯学習課） 

 婦人の家管理費は、空調改良工事およびそれに伴い不用となった燃料費の減額。

公民館費は、上長与地区公民館の空調改良工事の残額分を減額、保健体育費は、

日本スポーツマスターズ長崎大会や地域スポーツ活動推進事業等の各種事業の執

行残の減額。 

農業委員会 

歳入の農業委員会交付金、農地利用最適化交付金、農地集積・集約化対策費補

助金は、県の交付額の決定に伴う変更。歳出の報酬は、農地利用最適化交付金が

減額されたことに伴い減額するもの。 

 以上の説明があった。 

 

【主な質疑】 

建設産業部 

（産業振興課） 

質疑：観光費の発送業務委託料７７万円が減額された理由は何か。 

答弁：ふるさと納税の寄付をした人に、新たな特産品パンフレットを発送する予

定にしていたが、新たなパンフレットの作成がなかったので、発送を行わ

なかった。 

（土木管理課） 

特記すべき質疑はなかった。 

（都市計画課） 

特記すべき質疑はなかった。 

教育委員会 

（教育総務課） 

質疑：ＬＥＤ照明賃借料はどの小学校の分か。また、他の小学校はどのように進

んでいるのか。 

答弁：長与小学校分の分で、各学校の設置状況は、６年度末現在のＬＥＤ化率は

普通教室で９５％、音楽室などの特別教室を合わせた全体では６７％。 



（生涯学習課） 

 特記すべき質疑はなかった。 

農業委員会 

 特記すべき質疑はなかった。 

 以上のような質疑が行われ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

議案第２１号 令和６年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計 

補正予算（第３号） 

【提案理由・主な内容】 

国庫補助金の補正内示等に伴う財源組み替えで、歳入歳出それぞれの予算総額 

は、補正前と変わらず１６億５,５４３万２千円 。繰越明許費６,８８３万９千円

は、一括施工区域内の測量業務および一括施工区域外の付帯工事に係るもの。 

 以上の説明があった。 

 

【主な質疑】 

質疑：繰越の理由と内容は。 

答弁：一括施工後、７年度のできる限り早い時期に地権者へ土地をお返しするた

めに６年度中に発注した測量業務が完了していないため繰り越すもの。 

 以上のような質疑が行われ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

議案第２２号 令和７年度長与町一般会計予算   

【提案理由・主な内容】 

建設産業部 

（産業振興課） 

中山間地域等直接支払交付金１,１５３万６千円は、木場・大越・塩床・馬込一

本松の 4 地区における耕作放棄地発生防止対策として計上。ふるさと長与応援寄

附金の令和７年度寄付見込額を４億２千万円と想定し、必要な経費を計上。寄付

額に対する経費の割合は、５６.７％。長与・時津シルバー人材センターへの運営

補助金として、９３５万６千円。長与町有害鳥獣被害防止対策事業補助金４４０

万円は、イノシシ・アナグマ等に対する捕獲事業としてイノシシ１２０頭、アナ

グマ２１頭の捕獲に係る経費と、整備事業として、電気柵１,１００メートル、ワ

イヤーメッシュ柵７,３００メートルの設置補助および、狩猟免許取得に対する町

単独費の補助を４名想定しており、昨年度当初予算から１２０万円を増額し計上。

長与町工場等設置奨励金３,８２４万円は、令和３年５月開業にした事業者が対象



で、最終年である。新規就農者育成総合対策事業補助金３００万円は、経営開始

資金を２名に支給予定。 

（土木管理課） 

長与駅駅舎維持補修委託料３,５６８万３千円。県事業地元負担金４３８万８千

円は、県道東長崎長与線の道路改良事業に伴う地元負担金。道路維持費の委託料

は主に町道等の維持補修作業員の業務委託や、街路樹の剪定や除草委託を予定。

町道等維持補修工事費は、通常の維持補修工事のほか、西高田日当野線舗装補修

工事、駅前サニータウン線舗装補修工事、町道嬉里線舗装補修工事などを予定。

町道新設工事費５,９００万円は、町道柳田椿林線道路新設工事を予定。長与港改

修事業地元負担金１,２９８万１千円は、野積場および下岡の防災工事に伴う県事

業地元負担金。都市計画道路西高田線は、７年度も引き続き高田踏切側からの改

良を主に進める。公園緑地管理費の長寿命化対策工事費２億円は、中尾城公園の

遊具更新工事を予定。 

（都市計画課） 

急傾斜地管理費の測量設計委託料１,７９５万１千円は、令和４年度からの嬉里

郷古園地区急傾斜崩壊対策工事の完了に伴う確定測量業務、および７年度から実

施する平木場郷小原地区急傾斜地崩壊対策工事の設計業務等を計上。急傾斜対策

工事費１億２,２１１万６千円は、嬉里郷古園地区の急傾斜地崩壊対策工事費。都

市再生整備計画事後評価業務委託料８８１万４千円は、都市再生整備計画事業の

事後評価を行うためのもの。立地適正化計画策定業務委託料１,４６８万７千円は、

持続可能な都市構造の再構築を目指し、将来的に予測される人口減少・少子高齢

化に対応したコンパクトで持続的に発展するまちづくりの方針を定める計画につ

いて、７年度から策定業務に着手するもの。土地区画整理費の繰出金２億７,８０

５万 4 千円は、長与町土地区画整理事業特別会計への繰出金。安全・安心住まい

づくり支援事業１７４万６千円は旧耐震基準の家屋における耐震診断・耐震リフ

ォームなどを支援する。 

教育委員会 

（教育総務課・学校教育課） 

 一般備品購入費、小学校１億６,４１４万１千円、中学校７,１８６万９千円の

主なものは、ＧＩＧＡスクール構想の一人一台端末の更新で、小学校分２,７００

台と中学校分１,２００台の購入。公立学校情報機器整備費補助金を充当する。補

助率は３分の２。ネットワーク構築委託料小学校２,９７０万円、中学校１,３２

０万円は、７年度に更新する端末の設定業務を委託するもの。屋外附帯施設整備

工事６,１０９万２千円は、風化が進んだ高田小学校のり面改修工事などを、校舎

整備工事１億９,４６８万７千円は、長与南小学校体育館改修工事を行う。校舎整

備工事費１,２７０万円は、長与第二中の保健室空調機取替、相談室空調機設置、



高田中職員室および校長室エアコン取替が主なもの。学校給食費の賄材料費２億

２,９３７万７千円は、小学校児童２,４１８名、学校関係者２４０名、中学校生

徒１,１３０名、学校関係者１１０名分の食材費を計上。雑入の学校給食食材費負

担金を充当する。 

（生涯学習課） 

社会教育総務費の修繕料９４万５千円は、つどいの家の外壁修繕費用を計上。

ＰＴＡ関係補助金８８万６千円は、運営補助金に加え、洗切小学校創立１５０周

年および高田中学校創立３０周年の記念事業への補助金を計上。公民館費の修繕

料１３５万９千円は、高田地区公民館の雨漏り修繕や、上長与体育館の消火ホー

ス取り替え等を計上。工事請負費１３８万９千円は、上長与地区公民館の空調工

事を計上。図書館費の図書購入費９５５万８千円は、新図書館開館へ向け購入費

を増額計上。文化振興費の国民文化祭実行委員会補助金１８６万９千円は、なが

さきピース文化祭2025長与町実行委員会への補助金を計上。町民文化ホール改

修工事費６６８万９千円では、舞台吊物制御盤シーケンサー取替工事などを予定。

保健体育費の地域スポーツ活動推進事業委託料９７４万５千円は、引き続き部活

動の地域展開を推進する。体育施設予約管理システム改修業務委託料８７４万５

千円は、人を介した鍵の受け渡しを無くし、デジタルロックとして各スポーツ施

設にスマートロックの導入を進めるもの。工事請負費７,４０２万４千円は、体育

館の空調設備工事と武道館の屋根防水工事を予定。 

農業委員会 

農地利用最適化交付金２０９万９千円は、農業委員や推進委員が、農地利用の

最適化に資する活動を行った場合に、活動実績および成果に応じて委員報酬の加

算分の財源として、および農業委員会事務局の活動経費の財源として交付される

もの。農地集積・集約化対策費補助金６２万円は、農地利用状況調査に係る経費

のほか、農地台帳整備に係る経費に充当。 

以上の説明があった。 

 

【主な質疑】 

建設産業部 

（産業振興課） 

質疑：農業水路等長寿命化・防災減災事業設計業務委託料の内容は。 

答弁：数年前から岩淵堰のゲート開閉の不具合があり、不具合を解消するため 

の工事に係る設計業務である。 

質疑：有害鳥獣被害は５年度より６年度の方が大きくなっていると思うが、有害

鳥獣対策費が全体的に減額しているのは何故か。 

答弁：有害鳥獣対策は、町の単独事業と、国の補助金を活用した事業があり、国



の補助事業のうち整備事業が、三根地区の年度間の整備延長の差で事業費

が下がっている。また、捕獲事業も捕獲頭数の実績により変動する。 

（土木管理課） 

質疑：東長崎長与線地元負担金の工事の場所は何処か。 

答弁：吉無田交差点からＪＲの高架下までの道路約１８０メートルの拡幅工事を

県が予定しており、渋滞解消を目的に３車線を歩道の幅員を狭くして、４

車線化する。 

質疑：中尾城公園の長寿命化対策工事費の内容は。 

答弁：公園遊具の整備について、町の総合計画策定時のアンケートに乳幼児向け

の遊具が少ないとの意見があったので、多世代で遊べるような複合的な遊

具なども検討している。 

（都市計画課） 

質疑：親子でスマイル住宅支援事業が無くなった理由は何か。 

答弁：６年度は４件分予算計上し３件実績があったが、県の事業の打ち切りで補

助事業ができなくなったため。 

質疑：安全・安心住まいづくり支援事業の内容は。 

答弁：７年度から新設するもの。耐震シェルターは、家屋全体ではなく、家の中

で過ごす時間が多い居間などに限定して耐震性能の向上を図る工事をする

もので、耐震ベッドは安全な空間を確保できるように天蓋のようなフレー

ムがついているベッドで、上限３０万円として設置費の３分の２を補助す

るもの。 

教育委員会 

（教育総務課・学校教育課） 

質疑：タブレット端末更新に係る公立学校情報機器整備費補助金の内容とスケジ

ュールは。 

答弁：補助基準額が１台あたり５万５千円となっており、その３分の２が国庫補

助となっている。県のスケジュールにあわせて年度当初から調達準備に入

り、随時設定作業を行う。 

質疑：給食費は７年度も交付金の活用で保護者の負担軽減になっているが、今後

も継続していくのか。 

答弁：７年度の学校給食費は国の臨時交付金を活用し、保護者負担については５

年度から据え置きのままだが、実際には値上げをした形で運営している。

８年度以降は、国は小学校の学校給食費無償化を始めるという方向性が出

ているので、それにあわせた形で進めていく。 

（生涯学習課） 

質疑：つどいの家の外壁修繕費用が計上されているが、建設からどれくらい経っ



ているのか。また、利用者はどれくらいか。 

答弁：１９９３年に建設されたので、３２年経っている。雨漏りもあるが、必要

な分を改修していく。年間５０組から６０組の予約がある。 

質疑：スマートロック事業とはどのようなものか。 

答弁：予約者のスマートフォンがデジタルキーという形で利用できる。指定され

た時間のみで解錠できるため、利用者は鍵を取りに行く必要がなくなる。

また、鍵を管理する人の人件費が削減できる。 

農業委員会 

質疑：農業者年金は何人ぐらい対象者がいるのか。 

答弁：被保険者数が６人、農業者年金の旧制度の待機者１人、新制度の待機者 

１０人、農業年金の受給者は３９人。 

質疑：農地利用状況調査謝礼の内容は。 

答弁：毎年８月から１０月にかけて農地利用状況調査を行い、農業委員２０名と

協力員、合計３５名の調査謝礼の予算を計上。 

 以上のような質疑が行われ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

議案第２６号 令和７年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計 

予算 

【提案理由・主な内容】 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ４億２,２２２万７千円。歳入は、 国庫補助金

５,５００万２千円、 県補助金１,３５７万８千円、一般会計繰入金２億７,８０５

万４千円、保留地処分金は付け保留地分の７,５５８万９千円。歳出は、高田南土

地区画整理事業に係る長崎県への委託料として４億１,７００万円。内訳として工

事費８,４００万円、測量試験費１億６,６５０万円、補償費１億１,２５０万円、

換地諸費３,９００万円、その他１,５２５万円。 

 以上の説明があった。 

 

【主な質疑】 

質疑：測量業務の中に一括施工区域外も含まれるとの事だが、測量はしていな 

かったのか。 

答弁：工事後に１回行っているが、測量制度が変わったためもう一度測量しなく

てはならない。 

質疑：保留地の販売方法は。 

答弁：一般競争入札での販売となる。 

 以上のような質疑が行われ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 



議案第２７号 令和７年度長与町水道事業会計予算 

【提案理由・主な内容】 

令和７年度末の給水戸数を１万６,０２２戸、年間総給水量を３５８万６,１９

０立方メートル、一日平均給水量を９,８２５立方メートルと見込み、主要な建設

改良事業の事業費として、岡地区（前田川内）配水管布設替工事９,９００万円を

計上。収益的収入では７億８,９１１万７千円、収益的支出では７億５,５２５万

１千円を予定。資本的収入では２億９,４１９万３千円を見込み、資本的支出では

５億５,２７７万３千円を予定。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２

億５,８５８万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４,０３７

万３千円と、過年度分損益勘定留保資金２億１,８２０万７千円で補塡する予定。 

 以上の説明があった。 

 

【主な質疑】 

質疑：適切な水道料金の在り方を進めるための審議会設置とのことだが、設置は

いつか。 

答弁：７年６月議会に設置の条例を提出する予定である。 

質疑：老朽化した配水管の耐震化の現状は。 

答弁：最新数値の５年度決算値で、町内配水管のうち基幹管路の耐震適合率は全

延長中の５３.７２％で、全国平均よりも少し高い数値を保っている。老朽

管の更新とあわせて耐震化を図っていく。 

 以上のような質疑が行われ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 

 

議案第２８号 令和７年度長与町下水道事業会計予算 

【提案理由・主な内容】 

令和７年度末の排水戸数を１万６,０５０戸、年間総排水量を３４０万８,００

６立方メートル、一日平均排水量を９,３３７立方メートルと見込み、建設改良事

業１０億４５６万９千円、このうち補助対象事業として、８億９,４５０万円を予

定。収益的収入では、９億５,２２９万６千円、収益的支出では、９億２,８２３

万３千円を予定。資本的収入では７億４,１５７万４千円、資本的支出では１１億

７,２７７万円を予定。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４億３,１

１９万６千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５,１１４万６

千円と、過年度分損益勘定留保資金３億８,００５万円で補塡する予定。 

 以上の説明があった。 

 

【主な質疑】 



質疑：建設改良費の増額の理由は何か。 

答弁：現在行っている浄化センターの改築更新が主なもので、一つ一つの事業費

の大きいものが重なっているためである。 

質疑：埼玉県で下水道管の破損が起因する道路陥没があって、全国的に緊急点検

が行われたが、本町は緊急点検に当てはまるものはなかったのか。 

答弁：緊急点検として国から示された管の大きさは２,０００ミリ以上で本町には

ないが、事故の重大さを受けて、３月に業者を至急手配し、榎の鼻橋から

浄化センター前までの埋設されている管渠についてマンホールからの目視

点検を行った。土砂の流入はなく、事故につながるような損傷等はなかっ

た。軽微な腐食はあるが、今後も計画的に修繕等を行っていく。 

以上のような質疑が行われ、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決した。 


